
議   第  ２７２  号 

令和 ７ 年１１月２８日提出 

 

熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例及び熊本市立学校の教育

職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正について 

 

 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例及び熊本市立学校の教育職員の給与等

に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例及び熊本市立学校の教育職員の給

与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例 

 

 （熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条中「及び義務教育等教員特別手当」を「、義務教育等教員特別手当、時間

外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当」に改める。 

  第４条第４項中「応じた額」の次に「（別表第２備考第２項又は別表第３備考第

２項の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定により加算する額を加え

た額）」を加える。 

  第６条第１項中「及び特殊勤務手当」を「、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当及び夜間勤務手当」に改める。 

  第１１条中「、多学年学級担当手当」を削る。 

  第１２条第１項中「職員」の次に「（第２条第６号に掲げる者を除く。）」を加え、

同条第２項第２号中「７，５００円」を「８，０００円」に改める。 

  第１４条を次のように改める。 

 第１４条 削除 

第１６条第２項中「職員」の次に「（第２条第６号に掲げる者を除く。）」を加え、
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同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項

中「８，０００円」を「９，０００円」に、「応じて」を「応じ、前項各号に掲げる

校務の種類に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 教育公務員特例法第１３条第２項の条例で定める校務の種類は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 学級（小学校、中学校及び高等学校の学級に限り、特別支援学級を除く。）

を担任する業務 

(2) 前号に掲げるもの以外の校務 

  第１６条の次に次の１条を加える。 

（時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当） 

第１６条の２ 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、次に掲げる者

に対し、行政職員給料表適用者の例により支給する。 

(1) 第２条第１号から第５号までに掲げる者のうち、公立の義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条第

１項に規定する指導改善研修被認定者であるもの 

(2) 第２条第６号に掲げる者（校長及び教頭を除く。） 

附則に次の２項を加える。 

（令和１２年１２月３１日までの間における給料月額等に関する経過措置） 

 ２１ 次の表の左欄に掲げる期間における別表第２備考第２項の規定の適用につい

ては、同項中「２３，０００円」とあるのは、それぞれ次の表の右欄に掲げる字

句とする。 

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで ３，８００円 

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで ７，７００円 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １１，５００円 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １５，３００円 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １９，２００円 

２２ 次の表の左欄に掲げる期間における別表第３備考第２項の規定の適用につい

ては、同項中「２４，２００円」とあるのは、それぞれ次の表の右欄に掲げる字

句とする。 
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令和８年１月１日から同年１２月３１日まで ４，０００円 

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで ８，１００円 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １２，１００円 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １６，１００円 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで ２０，２００円 

  別表第２備考を次のように改める。 

備考 

 １ この表は、第２条第４号から第６号までに掲げる者に適用する。 

   ２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級以上であるものの

給料月額（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、基準給料月額）は、こ

の表の額に２３，０００円をそれぞれ加算した額とする。 

別表第３備考を次のように改める。  

備考 

 １ この表は、第２条第１号から第３号までに掲げる者に適用する。 

   ２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級以上であるものの

給料月額（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、基準給料月額）は、こ

の表の額に２４，２００円をそれぞれ加算した額とする。 

 （熊本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正） 

第２条 熊本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年条例第

６１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「昭和４６年法律第７７号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

  第２条中「校長、園長、副校長及び教頭」を「次に掲げる者」に改め、同条に次

の各号を加える。 

  (1) 校長、園長、副校長及び教頭 

  (2) 法第３条第１項に規定する指導改善研修被認定者 

  第３条第１項中「１００分の４」を「１００分の１０（市立幼稚園の教育職員に

あっては、１００分の４）」に改める。 

  第６条を削る。 

  附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

  附則第２項に見出しとして「（教育職給与条例附則第８項の規定による給料を支給
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される職員に関する読替え）」を付し、同項中「（第６条において準用する場合を含

む。以下同じ。）」を削る。 

  附則第３項に見出しとして「（教育職給与条例附則第１６項、第１８項又は第１９

項の規定による給料を支給される職員に関する読替え）」を付し、附則に次の１項を

加える。 

  （令和１２年１２月３１日までの間における教職調整額に関する経過措置） 

４ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用については、同

項中「１００分の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５ 

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６ 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７ 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８ 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９ 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例の一部改正） 

２ 熊本市職員の分限及び懲戒等に関する条例（昭和２８年条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

  第８条中「（同条例第６条において準用する場合を含む。）」を削る。 

（熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

３ 熊本市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１６条の表に次のように加える。 

第１６条の２ 時 間 外 勤 務 手

当、休日勤務手当 

休日勤務手当 

次に掲げる者に

対し、行政職員給

次に掲げる者（以下この条において「指

導改善研修被認定者等」という。）に対し
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料表適用者の例

により 

行政職員給料表適用者の例により、時間

外勤務手当は、指導改善研修被認定者等

に対し行政職員給料表適用者で育児短時

間勤務をしているものの例により 

第２２条の３の表に次のように加える。 

第１６条の２ 時 間 外 勤 務 手

当、休日勤務手当 

休日勤務手当 

次に掲げる者に

対し、行政職員給

料表適用者の例

により 

次に掲げる者（以下この条において「指

導改善研修被認定者等」という。）に対し

行政職員給料表適用者の例により、時間

外勤務手当は、指導改善研修被認定者等

に対し行政職員給料表適用者で育児短時

間勤務に伴う短時間勤務職員であるもの

の例により 

 （熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

４ 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条の５第１項中「第２１条第４項」の次に「（熊本市立学校の教育職員の給与

に関する条例（昭和２９年条例第１８号。以下「教育職給与条例」という。）第１６

条の２の規定により行政職員給料表適用者の例によることとされる場合を含む。）」

を加える。 

  第１１条第４項中「熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条

例第１８号）」を「教育職給与条例」に改める。 

  第１５条第３項中「熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例」を「教育職給

与条例」に改める。 

 （熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

５ 熊本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

  第１０条第２項中「、第２１条第２項」の次に「（教育職給与条例第１６条の２の

規定により行政職員給料表適用者の例によることとされる場合を含む。）」を加える。 
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  第１１条第１項中「及び第１６条」を「、第１６条及び第１６条の２」に改める。 

 

 （提出理由） 

  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正

する法律（令和７年法律第６８号）の施行等に伴う教育職員の処遇の見直しを行う

とともに、市立総合ビジネス専門学校の教育職員の時間外勤務等に係る取扱いの見

直しを行うため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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